
（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 教育総務課 

許認可等の内容 奨学金の貸付けの決定 教 No.１ 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市奨学金貸付条例施行規則第２条 

審

査

基

準 

関係条項 
鹿沼市奨学金貸付条例第３条 

鹿沼市奨学金貸付条例施行規則第４条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

１ 奨学生は、次に該当する者の申請に基づき、鹿沼市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）が決定する。 

 (1) 本市に住所を有し、学資に困窮している者。ただし、大学又はこ

れと同様の学校に在学することによって住所を有しなくなった者に

ついては、在学中本市に住所を有しているものとみなす。 

 (2) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく高等学校、専修

学校の高等課程、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、専修学

校の専門課程、短期大学又は大学に在学している者 

 (3) 修学の意欲があり、かつ、品行方正である者 

 (4) 確実な連帯保証人を付することができる者 

２ 連帯保証人は、次に掲げる者とする。ただし、教育委員会が特別の

事情があると認めるときは、この限りでない。 

 (1) 連帯保証人のうち 1 人は、奨学生の保護者又は未成年後見人(以下

「保護者等」という。) 

 (2) 前号以外の連帯保証人は、奨学生及びその保護者等と生計を別に

する市民であって、かつ、教育委員会が返還の能力を有すると認め

るもの 

３ 奨学金の貸付けを受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

奨学金貸付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、教育委

員会に提出しなければならない。 

 (1) 出身学校長又は在学学校長の奨学生推薦書（様式第２号）若しく

は大学入学資格検定合格者は合格証明書 

 (2) 在学証明書 

 (3) その他教育委員会が必要と認める書類 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成１８年 １月 １日変更（※奨学生の範囲の拡大及び連帯保証人の

資格の厳格化） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数  ５０日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第３） 

不利益処分に関する処分基準 個票 
教育委員会事務局 教育総務課 

不利益処分の内容 貸付停止等 教 No.２ 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市奨学金貸付条例第６条 

処

分

基

準 

関係条項  

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

１ 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨

学金の貸付けを停止し、又は廃止し、若しくは減額することができる。 

 (1) 傷病その他の理由により卒業の見込みがないと認められるとき。 

 (2) 学業又は操行が著しく不良であると認められるとき。 

 (3) 奨学金を必要としなくなったとき。 

 (4) 休学又は転学の理由が適当でないと認められるとき。 

 (5) その他奨学生として適当でないと認めたとき。 

参考事項 

 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第３） 

不利益処分に関する処分基準 個票 
教育委員会事務局 教育総務課 

不利益処分の内容 卒業した場合の奨学金の返還 教 No.３ 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市奨学金貸付条例第７条第１項 

処

分

基

準 

関係条項 鹿沼市奨学金貸付条例第７条第４項 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

１ 奨学金は、卒業した日から１年を経過した日の属する月の翌月から

次に掲げる期間において、月賦、半年賦又は年賦により、これを返還

しなければならない。 

 (1) 高等学校等の奨学生であった者については、貸付けを受けた期間

の２倍に相当する期間 

 (2) 大学等の奨学生であった者については、貸付けを受けた期間の２．

５倍に相当する期間（１年未満の端数があるときは、これを切り上

げた期間） 

 (3) 継続して高等学校等及び大学等の奨学生であった者については、

それぞれの貸付けを受けた期間を加算した期間の２倍に相当する期

間 

２ 奨学生であった者の希望により、第１項の返還の始期又は期間を短

縮することができる。 

参考事項 

 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成１８年 １月 １日変更（※学校ごとの期間の見直し      ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第３） 

不利益処分に関する処分基準 個票 
教育委員会事務局 教育総務課 

不利益処分の内容 退学等した場合の奨学金の返還 教 No.4 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市奨学金貸付条例第７条第２項 

処

分

基

準 

関係条項 鹿沼市奨学金貸付条例第７条第１項 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

１ 奨学生が退学し、又は奨学金を辞退したとき、若しくは奨学金の貸

付けを廃止されたときは、前項に準じ奨学金を返還しなければならな

い。 

２ 前項の規定 

  奨学金は、卒業した日から１年を経過した日の属する月の翌月から

次に掲げる期間において、月賦、半年賦又は年賦により、これを返還

しなければならない。 

 (1) 高等学校等の奨学生であった者については、貸付けを受けた期間

の２倍に相当する期間 

 (2) 大学等の奨学生であった者については、貸付けを受けた期間の２．

５倍に相当する期間（１年未満の端数があるときは、これを切り上

げた期間） 

 (3) 継続して高等学校等及び大学等の奨学生であった者については、

それぞれの貸付けを受けた期間を加算した期間の２倍に相当する期

間 

参考事項 

 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成１８年 １月 １日変更（※学校ごとの期間の見直し      ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第３） 

不利益処分に関する処分基準 個票 
教育委員会事務局 教育総務課 

不利益処分の内容 退学処分に付された場合等の奨学金の返還 教 No.５ 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市奨学金貸付条例第７条第３項 

処

分

基

準 

関係条項  

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

１ 奨学生が退学処分に付されたとき、又は奨学生若しくは奨学生であ

った者が奨学金返還完了前に死亡したときは、貸付けを受けた奨学金

の全部を直ちに返還しなければならない。 

参考事項 

 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 教育総務課 

許認可等の内容 返還猶予 教 No.６ 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市奨学金貸付条例第８条 

審

査

基

準 

関係条項  

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

１ 教育委員会は、奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当す

るときは、その者の経済的事情を考慮して奨学金の返還を猶予するこ

とができる。 

 (1) 上級学校へ入学したとき。 

 (2) 病気その他正当な理由により奨学金の返還が困難であるとき。 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数  ３０日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第３） 

不利益処分に関する処分基準 個票 
教育委員会事務局 教育総務課 

不利益処分の内容 準備金の返還 教 No.１２ 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市高等学校等入学準備金貸付条例第７条 

処

分

基

準 

関係条項  

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

１ 準備金は、所定の修学期間（大学等に進学したときは、大学等の修

学期間を含む。）が終了した月の翌月から起算して１年据え置き２年以

内の期間に返還しなければならない。ただし、借受人の都合により繰

上げ返還することができる。 

参考事項 

 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 教育総務課 

許認可等の内容 返還猶予 教 No.１４ 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市高等学校等入学準備金貸付条例第９条 

審

査

基

準 

関係条項  

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

１ 教育委員会は、借受人が病気、災害その他やむを得ない事由により

準備金を返還することが困難であると認められるときは、当該借受人

の経済的事情を考慮して準備金の返還を猶予することができる。 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成１８年 １月 １日変更（※要件の見直し           ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数  ４０日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 学校教育課 

許認可等の内容 使用許可 教 No.18 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市スクールバスの管理及び運行規則第４条 

審

査

基

準 

関係条項 鹿沼市スクールバスの管理及び運行規則第３条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

１ バスの使用範囲は、次のとおりとする。 

 (1) 鹿沼市立西中学校生徒のうち、引田、下大久保、上大久保及び草

久から通学する生徒の登下校輸送 

 (2) 鹿沼市立粟野中学校生徒のうち、中粟野、入粟野、中粕尾、上粕

尾、下永野、上永野、深程及び北半田から通学する生徒の登下校輸

送 

 (3) 鹿沼市立西小学校(以下「小学校」という。の児童であって、引田、

下大久保、上大久保、草久、酒野谷及び下沢のうち西小学校から４

キロメートル以遠の地区から通学する児童の登下校輸送 

 (4) 鹿沼市立加園小学校の児童のうち、下久我及び上久我から通学す

る児童の登下校輸送 

 (5) 鹿沼市立粟野小学校児童のうち、中粟野（いくさば橋の北側に限

る。）及び入粟野から通学する児童の登下校輸送 

 (6) その他児童及び生徒の団体輸送等で、教育上特に必要と認める場

合 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成２５年 ３月 １日変更（※粟野第２小学校の統合による    ） 

平成３０年 ４月 １日変更（※西大芦小学校の統合による） 

平成３１年 ４月 １日変更（※久我小小学校の統合による） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数  １５日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

令和 ５年 ４月 １日変更（※バス運行業者の変更による） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 生涯学習課 

許認可等の内容 使用の許可 教 No.19 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市公民館条例第６条第１項 

審
査
基
準 

関係条項 鹿沼市公民館条例第６条第２項 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

鹿沼市公民館利用許可の基準 

１ 鹿沼市公民館利用申請に対する許可（条例第６条第１項） 

  公民館を使用しようとする者は、鹿沼市教育委員会（以下「教育委

員会」という。）の許可を受けなければならない。 

２ 鹿沼市公民館利用許可基準（条例第６条第２項） 

  次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。 

 (1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げる

おそれがあると認められるとき。 

 (2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

１号に規定する行為をいう。）を行うおそれがある者が利用し、又は

公民館の利用が暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をい

う。）の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。 

 (3) 建物又はその附属物を損傷するおそれがあると認められるとき。 

 (4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成１６年 ８月 １日変更（※許認可基準の明確化        ） 

平成２５年 ３月 １日変更（※暴力団排除条例の施行に伴う整理  ） 

標
準
処
理
期
間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   １日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 生涯学習課 

許認可等の内容 使用料の減免 教 No.21 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市公民館条例第６条の４ 

審
査
基
準 

関係条項 鹿沼市公民館条例施行規則第１２条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

１ 鹿沼市公民館使用料の減免承認基準 

  市長は、利用者において使用料を納入できないやむを得ない事情が

あり、又は利用者から使用料を徴収しないことに公益上の理由がある

ときは、申請によって、使用料の一部又は全部に相当する額を免除す

ることができる。 

２ 規則第１２条の規定 

  条例第６条の４の規定により減免をすることのできるときは、次に

掲げるときとする。 

 (1) 公用又は公益事業のため使用するとき。 

 (2) 教育委員会が必要と認める機関・団体が社会教育に関する事業を

行う目的で使用するとき。 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成２５年 ３月 １日変更（※減免規定の明確化         ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標
準
処
理
期
間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   １日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 生涯学習課 

許認可等の内容 利用の許可 教 No.23 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市民情報センター条例第５条 

審

査

基

準 

関係条項 

鹿沼市民情報センター条例第６条 

鹿沼市民情報センター条例施行規則第５条 

社会教育法第２３条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

鹿沼市民情報センター利用の許可の基準 

１ 情報センター利用許可申請に対する許可（条例第５条） 

 (1) センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可

を受けなければならない。 

 (2) 指定管理者は、センターの施設管理上必要があると認めるときは、

前項の許可をする場合に条件を付すことができる。 

 (3) (1)の許可に係る事項を変更するときは、指定管理者の承認を得な

ければならない。 

２ 情報センター利用許可基準（条例第６条） 

  指定管理者は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると

きは、センターの利用を許可しない。 

 (1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げる

おそれがあると認められるとき。 

 (2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

１号に規定する行為をいう。）を行うおそれがある者が利用し、又は

センターの利用が暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をい

う。）の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。 

 (3) 施設又は附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。 

 (4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。 

 (5) センターの利用に当たっては、(1)から(4)までの規定のほか、社

会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２３条の規定を準用する。 

 

（裏面へ） 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成１１年１１月 １日設定 

平成１６年 ８月 １日変更（※許認可基準の明確化        ） 

平成１８年 ４月 １日変更（※指定管理者制度導入に伴う改正   ） 

平成２５年 ３月 １日変更（※暴力団排除条例の施行に伴う整理  ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   ３日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成１１年１１月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 生涯学習課 

許認可等の内容 利用の許可 教 No.23 

 
（裏面） 

審
査
基
準 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

３ 社会教育法第２３条の規定 

  公民館は、次の行為を行ってはならない。 

 (1) もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館

の名称を利用させその他営利事業を援助すること。 

 (2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、

特定の候補者を支持すること。 

 (3) 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教

派、宗派若しくは教団を支援してはならない。 

４ 利用許可の申請（規則第５条） 

 (1) 申請者は、鹿沼市民情報センター利用許可申請書（様式第１号。

以下この条において「申請書」という。）を指定管理者に提出しなけ

ればならない。 

 (2) (1)の申請書の提出は、センターを利用しようとする日（以下「利

用日」という。）の属する月の前３月から利用日までの期間内とする。

ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。 

 (3) (2)本文の場合において、初めて申請者となるときは、利用日から

起算して前５日までに申請書を提出しなければならない。 

 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 生涯学習課 

許認可等の内容 使用料の減免 教 No.26 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市民情報センター条例第１３条 

審

査

基

準 

関係条項  

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

１ 鹿沼市民情報センター使用料の減免承認基準 

  市長は、利用者において使用料を納入できないやむを得ない事情が

あり、又は利用者から使用料を徴収しないことに公益上の理由がある

ときは、申請によって、使用料の一部又は全部に相当する額を免除す

ることができる。 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成１１年１１月 １日設定 

平成２５年 ３月 １日変更（※減免規定の明確化         ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   ７日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成１１年１１月 １日設定 

平成２１年 ３月 １日変更（※標準処理期間の延長（１日⇒７日）  ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 生涯学習課 

許認可等の内容 利用の許可 教 No.29 

 

根拠法令及び条項 鹿沼文化活動交流館条例第５条 

審

査

基

準 

関係条項 

鹿沼文化活動交流館条例第６条 

鹿沼文化活動交流館条例施行規則第５条 

社会教育法第２３条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

文化活動交流館利用の許可の基準 

１ 文化活動交流館利用許可申請に対する許可（条例第５条） 

 (1) 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を

受けなければならない。 

 (2) 指定管理者は、交流館の施設管理上必要があると認めるときは、

前項の許可をする場合に条件を付すことができる。 

 (3) (1)の許可に係る事項を変更するときは、指定管理者の承認を得な

ければならない。 

２ 文化活動交流館利用許可基準（条例第６条） 

  指定管理者は、交流館の利用が次の各号のいずれかに該当するとき

は、交流館の利用を許可しない。 

 (1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げる

おそれがあると認められるとき。 

 (2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

１号に規定する行為をいう。）を行うおそれがある者が利用し、又は

交流館の利用が暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をい

う。）の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。 

 (3) 施設又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。 

 (4) その他交流館の管理上支障があると認めるとき。 

 (5) 交流館の利用に当たっては、(1)から(4)までの規定のほか、社会

教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２３条の規定を準用する。 

 

（裏面へ） 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成１４年１０月２６日設定 

平成１６年 ８月 １日変更（※許認可基準の明確化        ） 

平成１８年 ４月 １日変更（※指定管理者制度導入に伴う改正   ） 

平成２５年 ３月 １日変更（※暴力団排除条例の施行に伴う整理  ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   ３日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成１４年１０月２６日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 生涯学習課 

許認可等の内容 利用の許可 教 No.29 

 
（裏面） 

審
査
基
準 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

３ 社会教育法第２３条の規定 

  公民館は、次の行為を行ってはならない。 

 (1) もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館

の名称を利用させその他営利事業を援助すること。 

 (2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、

特定の候補者を支持すること。 

 (3) 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教

派、宗派若しくは教団を支援してはならない。 

４ 利用許可の申請（規則第５条） 

 (1) 申請者は、鹿沼市文化活動交流館利用許可申請書（様式第１号。

以下この条において「申請書」という。）を指定管理者に提出しなけ

ればならない。 

 (2) 前項の規定による申請書の提出は、次の区分に応じて掲げる期間

内に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めると

きは、この限りでない。 

  ア ギャラリーについては、利用しようとする日(以下「利用日」と

いう。)の属する月の前１２月から利用日の前３０日までの間 

  イ 多目的創作工房室又は石蔵については、利用日の属する月の前

３月から利用日までの間 

 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 生涯学習課 

許認可等の内容 使用料の減免 教 No.33 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市文化活動交流館条例第１３条 

審

査

基

準 

関係条項  

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

１ 鹿沼市文化活動交流館使用料の減免承認基準 

  市長は、利用者において使用料を納入できないやむを得ない事情が

あり、又は利用者から使用料を徴収しないことに公益上の理由がある

ときは、申請によって、使用料の一部又は全部に相当する額を免除す

ることができる。 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成１４年１０月２６日設定 

平成２５年 ３月 １日変更（※減免規定の明確化         ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   ７日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成１４年１０月２６日設定 

平成２１年 ３月 １日変更（※標準処理期間の延長（１日⇒７日）  ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 文化課 

許認可等の内容 利用の許可 教 No.35 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市民文化センター条例第４条 

審

査

基

準 

関係条項 
鹿沼市民文化センター条例第５条 

鹿沼市民文化センター条例施行規則第５条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

鹿沼市民文化センター利用の許可の基準 

１ 市民文化センター利用許可申請に対する許可（条例第４条） 

 (1) 市民文化センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理

者の許可を受けなければならない。 

 (2) 指定管理者は、前項の規定による許可をする場合においては、条

件を付することができる。 

２ 市民文化センター利用許可基準（条例第５条） 

  指定管理者は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると

きは、前条第 1 項の許可をしてはならない。 

 (1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げる

おそれがあると認められるとき。 

 (2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

１号に規定する行為をいう。）を行うおそれがある者が利用し、又は

センターの利用が暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をい

う。）の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。 

 (3) 施設又は附属設備（以下「施設等」という。）を破損するおそれが

あると認められるとき。 

 (4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。 

 

（裏面へ） 

参考事項 
市民文化センター貸付要領 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成１６年 ８月 １日変更（※許認可基準の明確化        ） 

平成１８年 ４月 １日変更（※指定管理者制度導入に伴う改正   ） 

平成２０年 ４月 １日変更（※展示室の名称変更         ） 

平成２５年 ３月 １日変更（※暴力団排除条例の施行に伴う整理  ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

１ 大・小ホール 

  総日数  ７日（休日は含まない。） 

２ 会議室 

  総日数  １日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成２２年 ２月 １日変更（※ 審査会の迅速化         ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 文化課 

許認可等の内容 利用の許可 教 No.35 

 
（裏面） 

審
査
基
準 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

３ 利用許可の申請（規則第５条） 

 (1) 申請者は、鹿沼市民文化センター利用許可申請書を指定管理者に

提出しなければならない。 

 (2) 前項の申請書は、次の区分に従って定められた期間内に提出しな

ければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限

りでない。 

  ア ホール及びホール附属室については、利用日の属する月の前１

２か月から利用日の前３０日までの間。ただし、ホール附属室を

単独で利用する場合は、利用日の前２９日から利用日までの間 

  イ 多目的ギャラリーについては、利用日の属する月の前１２か月

から利用日の前２０日までの間 

  ウ 会議室、視聴覚室、創作室、天体観測室、プラネタリウム（以

下「会議室等」という。）については、利用日の属する月の前３か

月から利用日までの間。ただし、会議室等をホール又は多目的ギ

ャラリーと併用して利用する場合は、前号本文の期間 

  エ 創作室、天体観測室及びプラネタリウムについては、専用して

利用する場合に限り前号本文の期間 

 



（様式第３） 

不利益処分に関する処分基準 個票 
教育委員会事務局 文化課 

不利益処分の内容 利用許可の取消し 教 No.36 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市民文化センター条例８条 

処

分

基

準 

関係条項 鹿沼市民文化センター条例４条、第５条及び第７条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

鹿沼市民文化センター利用許可の取消し等 

１ 市民文化センター利用許可の取消し基準（第８条） 

  指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利

用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。 

 (1) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになった

とき。 

 (2) 第４条第２項の規定により付した許可の条件に違反したとき。 

 (3) 第５条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

 (4) 前条の規定に違反したとき。 

２ 第４条第２項の規定 

  指定管理者は、前項の規定による許可をする場合においては、条件

を付することができる。 

３ 第５条の規定 

  指定管理者は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると

きは、前条第１項の許可をしてはならない。 

 (1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げる

おそれがあると認められるとき。 

 (2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

１号に規定する行為をいう。）を行うおそれがある者が利用し、又は

センターの利用が暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をい

う。）の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。 

 (3) 施設又は附属設備（以下「施設等」という。）を破損するおそれが

あると認められるとき。 

 (4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。 

４ 第７条の規定 

  利用者は、許可を受けた目的以外にセンターを利用し、又はその利

用に係る権利を譲渡し、若しくは貸与してはならない。 

参考事項 

市民文化センター貸付要領 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成１８年 ４月 １日変更（※指定管理者制度導入に伴う改正   ） 

平成２５年 ３月 １日変更（※暴力団排除条例の施行に伴う整理  ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 文化課 

許認可等の内容 特別の設備の設置等の許可 教 No.37 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市民文化センター条例第９条第１項 

審

査

基

準 

関係条項  

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

未設定（②）（将来的に申請の対象が見込まれるものの、過去に申請実

績がなく、又は申請がまれであって、あらかじめ基準を設定することが

困難であるため。） 

参考事項 
市民文化センター貸付要領 

設定等年月日 

平成  年  月  日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数  １５日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 文化課 

許認可等の内容 使用料等の還付 教 No.38 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市民文化センター条例第１２条 

審

査

基

準 

関係条項 鹿沼市民文化センター条例施行規則第１５条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

１ 使用料等の還付（条例第１２条） 

  既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれ

かに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 (1) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利

用することができなくなったとき。 

 (2) 規則で定める期間内に、利用許可の取消し又は変更を申し出たと

き。 

 (3) その他市長が特に必要と認めたとき。 

２ 使用料等の還付（規則第１５条） 

 (1) 条例第１２条ただし書の規定により使用料等を還付するときの基

準は、次のとおりとする。 

  ア 条例第１２条第１号に該当するときは、既に納付した使用料等

の全額 

  イ 条例第１２条第２号及び第３号に該当するときは、既に納付し

た使用料等の２分の１ 

 (2) 前項の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、次の区

分に応じて掲げる期間内に鹿沼市民文化センター使用料等還付申請

書を市長に提出しなければならない。 

  ア ホール及びホール附属室については、利用日の前３０日までの

間 

  イ 多目的ギャラリーについては、利用日の前２０日までの間 

  ウ その他の施設については、利用日の前日までの間 

参考事項 
市民文化センター貸付要領 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成２５年 ３月 １日変更（※食堂の廃止に伴う引用条項の整理  ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   １日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 文化課 

許認可等の内容 使用料等の減免 No.４１ 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市民文化センター条例第１３条 

審

査

基

準 

関係条項  

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

１ 鹿沼市民文化センター使用料等の減免承認基準 

  市長は、利用者において使用料等を納入できないやむを得ない事情

があり、又は利用者から使用料等を徴収しないことに公益上の理由が

あるときは、申請によって、使用料等の一部又は全部に相当する額を

免除することができる。 

参考事項 
市民文化センター貸付要領 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成２５年 ３月 １日変更（※減免規定の明確化         ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   ７日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成２１年 ３月 １日変更（※標準処理期間の延長（１日⇒７日）  ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 文化課 

許認可等の内容 利用の許可 教 No.42 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市木のふるさと伝統工芸館条例第３条第１項 

審

査

基

準 

関係条項 
鹿沼市木のふるさと伝統工芸館条例第４条 

鹿沼市木のふるさと伝統工芸館条例施行規則第５条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

１ 木のふるさと伝統工芸館利用許可申請に対する許可（条例第３条） 

 (1) 木のふるさと伝統工芸館を利用しようとする者は、あらかじめ市

長の許可を受ける。 

２ 木のふるさと伝統工芸館利用許可基準（条例第４条） 

 (1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げる

おそれがあると認められるとき。 

 (2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

１号に規定する行為をいう。）を行うおそれがある者が利用し、又は

工芸館の利用が暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をい

う。）の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。 

 (3) 工芸館の施設若しくはその附属設備（以下「施設等」という。）又

は展示品を滅失し、破損し、又は汚損するおそれがあると認められ

るとき。 

 (4) その他工芸館の管理上支障があると認められるとき。 

３ 木のふるさと伝統工芸館利用許可申請（施行規則第５条） 

  木のふるさと伝統工芸館利用の許可を受けようとする者は、木のふ

るさと伝統工芸館利用許可申請書を市長に提出する。 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成１６年 ８月 １日変更（※許認可基準の明確化        ） 

平成２５年 ３月 １日変更（※暴力団排除条例の施行に伴う整理  ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   ２日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 スポーツ振興課 

許認可等の内容 利用の許可 教 No.62 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市体育館条例第４条 

審

査

基

準 

関係条項 鹿沼市体育館条例第５条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

鹿沼市体育館利用の許可の基準 

１ 鹿沼市体育館利用許可申請に対する許可（条例第４条） 

 (1) 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を

受けなければならない。 

 (2) 指定管理者は、前項の規定による許可をする場合においては、条

件を付することができる。 

２ 鹿沼市体育館利用許可基準（条例第５条） 

  指定管理者は、体育館の利用が次の各号のいずれかに該当するとき

は、体育館の利用の許可をしてはならない。 

 (1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げる

おそれがあると認められるとき。 

 (2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

１号に規定する行為をいう。）を行うおそれがある者が利用し、又は

体育館の利用が暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をい

う。）の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。 

 (3) 施設又は附属設備（以下「施設等」という。）を破損するおそれが

あると認めるとき。 

 (4) その他体育館の管理上支障があると認めるとき。 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成２５年 ３月 １日変更（※暴力団排除条例の施行に伴う整理  ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   即日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 スポーツ振興課 

許認可等の内容 利用団体の登録 教 No.66 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市立小中学校施設の開放に関する条例第４条 

審

査

基

準 

関係条項  

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

１ 開放施設を利用することができるものは、鹿沼市内に在住又は在勤

する者で構成する団体で、当該団体に利用責任者としての成人が含ま

れ、あらかじめ教育委員会に登録申請し、承認された団体とする。 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数 

１ 新年度分登録承認事務の場合 １４日（休日は含まない。） 

２ 通常登録承認事務の場合    ２日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 スポーツ振興課 

許認可等の内容 利用の許可 教 No.67 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市立小中学校施設の開放に関する条例第５条 

審

査

基

準 

関係条項 鹿沼市立小中学校施設の開放に関する条例第６条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

鹿沼市立小中学校施設利用の許可の基準 

１ 鹿沼市立小中学校施設利用許可申請に対する許可（条例第５条） 

 (1) 利用団体は、開放施設を利用しようとするときは、あらかじめ教

育委員会の許可を受けなければならない。 

 (2) 教育委員会は、前項の規定による許可をする場合においては、条

件を付することができる。 

２ 鹿沼市立小中学校施設利用許可基準（条例第６条） 

  教育委員会は、開放施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると

きは、開放施設の利用の許可をしてはならない。 

 (1) 開放施設を破損するおそれがあると認められるとき。 

 (2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

１号に規定する行為をいう。）を行うおそれがある者が利用し、又は

開放施設の利用が暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をい

う。）の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。 

 (3) 宗教的活動と認められるとき。 

 (4) 政治的活動と認められるとき。 

 (5) 営利を目的とすると認められるとき。 

 (6) その他開放施設の管理上支障があると認められるとき。 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成１６年 ８月 １日変更（※許認可基準の明確化        ） 

平成２５年 ３月 １日変更（※暴力団排除条例の施行に伴う整理  ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数  １０日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 スポーツ振興課 

許認可等の内容 利用の許可 教 No.72 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市粟野勤労者体育センター条例第４条 

審

査

基

準 

関係条項 鹿沼市粟野勤労者体育センター条例第５条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

鹿沼市粟野勤労者体育センター利用の許可の基準 

１ 粟野勤労者体育センター利用許可申請に対する許可（条例第４条） 

 (1) センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可

を受けなければならない。 

 (2)指定管理者は、センターの施設管理上必要があると認めるときは、

(1)の許可をする場合に条件を付すことができる。 

 (3) (1)の許可に係る事項を変更するときは、指定管理者の承認を得な

ければならない。 

２ 粟野勤労者体育センター利用許可基準（条例第５条） 

  指定管理者は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると

きは、センターの利用を許可しない。 

 (1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げる

おそれがあると認められるとき。 

 (2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

１号に規定する行為をいう。）を行うおそれがある者が利用し、又は

センターの利用が暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をい

う。）の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。 

 (3) 施設又は附属設備（以下「施設等」という。）を破損するおそれが

あると認められるとき。 

 (4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成２１年 ３月 １日設定 

平成２５年 ３月 １日変更（※暴力団排除条例の施行に伴う整理  ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   即日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成２１年 ３月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 スポーツ振興課 

許認可等の内容 団体による利用の許可 教 No.81 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市粟野Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則第４条第１項 

審

査

基

準 

関係条項 
鹿沼市粟野Ｂ＆Ｇ海洋センター条例第４条 

鹿沼市粟野Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則第６条第１項 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

鹿沼市粟野Ｂ＆Ｇ海洋センターの団体による利用の許可の基準 

１ 粟野Ｂ＆Ｇ海洋センター団体利用許可申請に対する許可（規則第４

条第１項及び第２項） 

 (1) 海洋センターを団体で利用しようとする者は、鹿沼市粟野Ｂ＆Ｇ

海洋センター利用許可申請書（様式第１号）により指定管理者に申

請しなければならない。 

 (2) (1)の規定による申請書の提出は、海洋センターを利用しようとす

る日前１０日までの期間内とする。ただし、指定管理者が特に認め

るときは、この限りでない。 

２ 粟野Ｂ＆Ｇ海洋センター利用許可基準（条例第４条） 

  指定管理者は、粟野Ｂ＆Ｇ海洋センターの団体利用許可申請が次の

各号のいずれかに該当するときは、団体利用の許可をしない。 

 (1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げる

おそれがあると認められるとき。 

 (2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

１号に規定する行為をいう。）を行うおそれがある者が利用し、又

は海洋センターの利用が暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力

団をいう。）の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認めら

れるとき。 

 (3) 施設又は附属設備（以下「施設等」という。）を破損するおそれが

あると認められるとき。 

 (4) ６歳未満の者が付添いのないとき。 

 (5) 感染症にかかっていると認められるとき。 

 (6) その他海洋センターの管理上支障があると認められるとき。 

（裏面へ） 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成２１年 ３月 １日設定 

平成２５年 ３月 １日変更（※暴力団排除条例の施行に伴う整理  ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   即日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成２１年 ３月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 スポーツ振興課 

許認可等の内容 団体による利用の許可 教 No.81 

 
（裏面） 

審
査
基
準 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

３ ２の許可は、海洋センターを団体で利用しようとする者が次に掲げ

る事項を遵守することを条件とする。 

 (1) 収容人員を超えて入場させないこと。 

 (2) 海洋センター内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者

を入場させないこと。 

 (3) 第３条第１項の規定による申請の目的以外に利用しないこと。 

 (4) 利用時間を厳守すること。 

 (5) 許可された以外の附属設備は使用しないこと。 

 (6) 所定の場所以外で喫煙しないこと。 

 (7) 小学校第３学年以下の利用者には保護者又は引率者が付き添うこ

と。 

 (8) 指定管理者の指示に従うこと。 

 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 スポーツ振興課 

許認可等の内容 利用の許可 教 No.83 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市粟野コミュニティスポーツ施設条例第３条 

審

査

基

準 

関係条項 鹿沼市粟野コミュニティスポーツ施設条例第４条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

鹿沼市粟野コミュニティスポーツ施設利用の許可の基準 

１ 粟野コミュニティスポーツ施設利用許可申請に対する許可（条例第

３条） 

 (1) スポーツ施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の

許可を受けなければならない。 

 (2) 教育委員会は、スポーツ施設の施設管理上必要があると認めると

きは、(1)の許可をする場合に条件を付すことができる。 

 (3) (1)の許可に係る事項を変更するときは、教育委員会の承認を得な

ければならない。 

２ 粟野コミュニティスポーツ施設利用許可基準（条例第４条） 

  教育委員会は、スポーツ施設の利用が次の各号のいずれかに該当す

るときは、スポーツ施設の利用を許可しない。 

 (1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げる

おそれがあると認められるとき。 

 (2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

１号に規定する行為をいう。）を行うおそれがある者が利用し、又は

スポーツ施設の利用が暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団

をいう。）の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められる

とき。 

 (3) 施設又は附属設備（以下「施設等」という。）を破損するおそれが

あると認められるとき。 

 (4) その他スポーツ施設の管理上支障があると認められるとき。 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成２１年 ３月 １日設定 

平成２５年 ３月 １日変更（※暴力団排除条例の施行に伴う整理  ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   即日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成２１年 ３月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 スポーツ振興課 

許認可等の内容 利用の許可 教 No.89 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市粟野トレーニングセンター条例第４条 

審

査

基

準 

関係条項 鹿沼市粟野トレーニングセンター条例第５条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

鹿沼市粟野トレーニングセンター利用の許可の基準 

１ 粟野トレーニングセンター利用許可申請に対する許可（条例第４条） 

 (1) センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可

を受けなければならない。 

 (2) 指定管理者は、センターの施設管理上必要があると認めるときは、

(1)の許可をする場合に条件を付すことができる。 

 (3) (1)の許可に係る事項を変更するときは、教育委員会の承認を得な

ければならない。 

２ 粟野トレーニングセンター利用許可基準（条例第５条） 

  指定管理者は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると

きは、センターの利用を許可しない。 

 (1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げる

おそれがあると認められるとき。 

 (2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

１号に規定する行為をいう。）を行うおそれがある者が利用し、又は

センターの利用が暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をい

う。）の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。 

 (3) 施設又は附属設備（以下「施設等」という。）を破損するおそれが

あると認められるとき。 

 (4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成２１年 ３月 １日設定 

平成２５年 ３月 １日変更（※暴力団排除条例の施行に伴う整理  ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   即日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成２１年 ３月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 自然体験交流センター 

許認可等の内容 利用の許可 教 No.９５ 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市自然体験交流センター条例第３条 

審

査

基

準 

関係条項 
鹿沼市自然体験交流センター条例第４条 

鹿沼市自然体験交流センター条例施行規則第４条第２項 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

鹿沼市自然体験交流センター利用の許可の基準 

１ 自然体験交流センター利用許可申請に対する許可（条例第３条） 

 (1) センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受け

なければならない。 

 (2) 市長は、センターの施設管理上必要があると認めるときは、前項

の許可をする場合に条件を付すことができる。 

 (3) (1)の許可に係る事項を変更するときは、市長の承認を得なければ

ならない。 

２ 自然体験交流センター利用許可基準（条例第４条） 

  市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、

センターの利用を許可しない。 

 (1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げる

おそれがあると認められるとき。 

 (2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

１号に規定する行為をいう。）を行うおそれがある者が利用し、又は

センターの利用が暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をい

う。）の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。 

 (3) 施設又は附属設備（以下「施設等」という。）を破損するおそれが

あると認められるとき。 

 (4) 宿泊してセンターを利用しようとする者が未成年で成年の引率者

がいないとき。 

 (5) その他センターの管理上支障があると認められるとき。 

 

（裏面へ） 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成２１年 ３月 １日設定 

平成２５年 ３月 １日変更（※暴力団排除条例の施行に伴う整理  ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   ３日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成２１年 ３月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 自然体験交流センター 

許認可等の内容 利用の許可 教 No.９５ 

 
（裏面） 

審
査
基
準 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

３ 利用許可の申請（規則第４条第２項） 

  前項の規定による申請書は、次に掲げる期間内に提出しなければな

らない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。 

 (1) 宿泊室、テント又はコテージ（以下「宿泊施設」という。）の申請

者は、利用を開始しようとする日（以下「利用日」という。）の属す

る月の前５月から利用日の前５日までの期間 

 (2) 体験棟又は野外炊事場の申請者で宿泊施設を利用しないものは、

利用日の属する月の前３月から利用日の前５日までの期間 

 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 自然体験交流センター 

許認可等の内容 食堂又は売店の専用利用の許可 教 No.98 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市自然体験交流センター条例第１１条第１項 

審

査

基

準 

関係条項 
食堂：鹿沼市自然体験交流センター食堂業務業者募集要項第１０条 

売店：鹿沼市財務規則第１２４条第１項第１号 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

食堂：応募資格（第１０条） 

 (1) 所得税、地方税等を滞納していないこと。 

 (2) 参加申込書提出時に、会社更生法に基づく公正手続きの開始申し

立てがなされていないこと。 

 (3) 参加申請書提出時から過去５年間、食品衛生法に基づく食中毒に

よる行政処分を受けていないこと。 

 (4) ３年以上の経験を持つ法人業者であること 

 (5) 鹿沼市自然体験交流センターにふさわしい食堂経営ができること。 

 

売店：行政財産の使用（鹿沼市財務規則第１２４条第１項第１号） 

 行政財産は、地方自治法第２３８条の４第７項の規定に基づき、その 

用途又は目的を妨げない限度において、次に掲げる場合に限り、その使 

用を許可することができる。 

 (1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設

を設置するとき。 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成２１年 ３月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数 

 食堂：１８０日（休日は含まない。） 

 売店：  ７日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成２１年 ３月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 自然体験交流センター 

許認可等の内容 使用料等の還付 教 No.100 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市自然体験交流センター条例第１３条 

審

査

基

準 

関係条項 鹿沼市自然体験交流センター条例施行規則第１２条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

１ 使用料等の還付（条例第１３条） 

  既に納付した使用料又は基本使用料（以下「使用料等」という。）は、

還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全

部又は一部を還付することができる。 

 (1) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利

用することができなくなったとき。 

 (2) 規則で定める期間内に利用許可の申請の取下げ又は変更を申し出

たとき。 

 (3) その他市長が特に必要と認めるとき。 

２ 使用料等の還付（規則第１２条） 

 (1) 条例第１３条ただし書の規定により使用料等を還付するときの基

準は、次のとおりとする。 

  ア 条例第１３条第１号に該当するときは、使用料等の全額 

  イ 条例第１３条第２号及び第３号に該当するときは、使用料等の

２分の１ 

 (2) 条例第１３条第２号の規則で定める期間内とは、利用許可の申請

をした日から起算して利用日の前３日までの期間内とする。 

 (3) 条例第１３条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようと

する者は、利用日の前３日までに鹿沼市自然体験交流センター使用

料等還付申請書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成２１年 ３月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   ３日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成２１年 ３月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 図書館 

許認可等の内容 レファレンスの申込み 教 No.105 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市立図書館条例施行規則第８条 

審

査

基

準 

関係条項 鹿沼市立図書館条例施行規則第９条から第１１条まで、同規則第３条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

（規則第８条） 

１ レファレンスの原則 

  レファレンスは、主として館内の図書館資料に基づいて回答するも

のとする。 

（規則第９条） 

２ レファレンスの範囲 

  レファレンスの範囲は、次のとおりとする。 

 (1) 図書館資料の利用案内 

 (2) 図書館資料の所蔵調査及び所蔵機関の紹介 

 (3) 図書館資料の書誌的事項の調査 

 (4) 図書館資料の検索方法に係る援助 

 (5) 特定主題に関する図書館資料の紹介 

 (6) 適切な回答を得られる機関等の紹介 

（規則第１０条） 

３ 回答を行わない事項等 

 (1) 次に掲げる事項についてのレファレンスの依頼に対しては、回答

を行わないものとする。 

  ア 古文書、美術品等の鑑定 

  イ 法律相談及び医療相談 

  ウ 文献の解読 

  エ 翻訳 

  オ 学習課題及び懸賞問題の解答 

  カ その他回答することが不適当と認められる事項 

 (2) 館長は、著しく経費又は時間を要し、他のレファレンス業務に支

障を及ぼすおそれのある依頼に対し、回答を断ることができる。 

（規則第１１条） 

４ レファレンスの申込みの方法等 

 (1) レファレンスを依頼しようとする者は、口頭、電話、文書その他

の方法により申し込むことができる。 

 (2) 口頭又は電話によるレファレンスの申込みは、開館時間内(鹿沼市

立図書館東分館の多目的室の開館時間を除く。)に行わなければなら

ない。 

参考事項  

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成２６年 ３月 １日変更（※審査基準の見直し） 

平成２６年 ４月 １日変更（※「館長」を「指定管理者」と読み替え） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   即日から１週間程度（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 図書館 

許認可等の内容 資料の複写 教 No.106 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市立図書館条例施行規則第１２条 

審

査

基

準 

関係条項 
鹿沼市立図書館条例施行規則第１２条及び第１３条、同規則第３条 

著作権法第３１条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

（規則第１２条） 

１ 利用者は、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第３１条に規定す

る範囲内で図書館資料の複写サービスを受けることができる。 

２ 次に掲げる著作物については、その全部について複写することがで

きる。 

 (1) 発行後相当期間を経過した逐次刊行物に掲載された個々の著作物 

 (2) 著作権者の許諾を得た著作物 

 (3) 著作権の目的となっていない著作物 

（規則第１３条） 

３ 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。 

 (1) 複写により損傷するおそれのあるもの 

 (2) 寄託された資料で寄託契約において複写の禁止を特約したもの 

 (3) その他館長が複写することを不適当と認めるもの 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成２６年 ４月 １日変更（※館長等を「指定管理者」と読み替え） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   即日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 図書館 

許認可等の内容 利用者の登録 教 No.107 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市立図書館条例施行規則第１６条 

審

査

基

準 

関係条項 鹿沼市立図書館条例施行規則第１５条、同規則第３条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

（規則第１５条） 

１ 個人貸出の対象者 

  個人貸出を受けることができる者は、次のとおりとする。 

 (1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者 

 (2) 館長が図書館奉仕に支障のない範囲で適当と認める者 

（規則第１６条） 

２ 利用者の登録 

個人貸出を受けようとする利用者は、あらかじめ利用者登録申請書

（様式第２号）に身分を証明する書類等を添えて館長に提出し、利用

者としての登録を受け、利用者カード（様式第３号）の交付を受けな

ければならない。 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成２６年 ４月 １日変更（※「館長」を「指定管理者」と読み替え） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   即日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 図書館 

許認可等の内容 図書館資料の貸出し 教 No.109 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市立図書館条例施行規則第２１条 

審

査

基

準 

関係条項 鹿沼市立図書館条例施行規則第２１条及び第２２条、同規則第３条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

（規則第２１条） 

１ 図書館資料の貸出しを受けようとする利用者は、利用者カード又は

インターネットを利用してスマートフォン等の通信端末機器に表示す

る利用者カードに係る情報を職員に提示しなければならない。 

２ １回に貸出しを受けることができる図書館資料の数は、１人につき、

視聴覚資料以外の図書館資料にあっては１５点まで、視聴覚資料にあ

っては５点までとする。 

３ 図書館資料の貸出期間は、貸出日の翌日から起算して１４日以内と

する。 

４ 前２項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、

貸出しができる図書館資料の数及び貸出期間を変更することができ

る。 

（規則第２２条） 

５ 次に掲げる図書館資料は、貸出しを行わないものとする。ただし、

館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

 (1) 貴重な図書、辞典及び美術品 

 (2) レファレンスに必要な図書 

 (3) その他館長が貸出しを不適当と認めるもの 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成２３年 ４月 １日変更（※貸出し点数の増加         ） 

平成２６年 ４月 １日変更（※館長等を「指定管理者」と読み替え ） 

平成２９年 ７月 １日変更（※貸出し点数の増加         ） 

令和 ７年 ４月 １日変更（※スマートフォン等の規定を改正   ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   即日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第３） 

不利益処分に関する処分基準 個票 
教育委員会事務局 図書館 

不利益処分の内容 返納しない場合の措置 教 No.110 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市立図書館条例施行規則第２３条 

処

分

基

準 

関係条項 鹿沼市立図書館条例第６条、規則第３条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

（規則第２３条） 

１ 返納しない場合の措置 

 (1) 館長は、図書館資料の貸出しを受けた者が貸出期間内に図書館資

料を返納しないときは、期間を定めて図書館資料の貸出しを停止す

ることができる。 

 (2) 館長は、図書館資料の貸出しを受けた者が、貸出期間経過後３０

日を経過しても返納しないときは、紛失したものとみなし、条例第

６条の規定を適用する。 

（条例第６条） 

２ 利用者は、図書館の資料、器具、設備等を著しく汚損し、若しくは

破損し、又は紛失したときは、現品又はこれに相当する代価をもって、

その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠

償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。 

参考事項 

 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成２６年 ４月 １日変更（※館長等を「指定管理者」と読み替え） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 図書館 

許認可等の内容 郵送貸出 教 No.112 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市立図書館条例施行規則第２４条 

審

査

基

準 

関係条項 

同規則第１６条から第２３条まで（第２１条第１項を除く。）、同規則第

３条 

身体障害者福祉法第１５条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

（規則第２４条） 

１ 郵送貸出を受けることができる者は、市内に居住する者で次の各号

のいずれかに該当するものとする。 

 (1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定

する身体障害者手帳（以下単に「身体障害者手帳」という。）の交付

を受けている者で視覚障害１級から６級までのもの 

 (2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で肢体不自由１級から６級

までのもの 

 (3) 前２号に掲げる者に準ずる者で郵送貸出以外に図書館資料の利用

が困難と認められるもの 

（規則第２４条第３項、規則第２１条） 

２ １回に貸出しを受けることができる図書館資料の数は、１人につき、

視聴覚資料以外の図書館資料にあっては１５点まで、視聴覚資料にあ

っては５点までとする。 

３ 図書館資料の貸出期間は、貸出日の翌日から起算して１月以内とす

る。 

４ 前２項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、

貸出しができる図書館資料の数及び貸出期間を変更することができ

る。 

（規則第２２条） 

５ 次に掲げる図書館資料は、貸出しを行わないものとする。ただし、

館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

 (1) 貴重な図書、辞典及び美術品 

 (2) レファレンスに必要な図書 

 (3) その他館長が貸出しを不適当と認めるもの 

参考事項 

 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成２３年 ４月 １日変更（※貸出し点数の増加         ） 

平成２６年 ４月 １日変更（※館長等を「指定管理者」と読み替え） 

平成２９年 ７月 １日変更（※貸出し点数の増加         ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   ７日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 図書館 

許認可等の内容 団体貸出 教 No.113 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市立図書館条例施行規則第２５条 

審

査

基

準 

関係条項 同規則第１６条から第２３条まで、同規則第３条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

（規則第２５条） 

１ 団体貸出を受けることができるものは、市内の自治会及びその支部、

事業所、勤労者の団体、社会教育団体その他これらに類する団体で教

育長が適当と認めるものとする。 

２ 団体貸出を受けようとするものは、団体貸出利用申請書（様式第４

号）に利用者名簿を添えて、館長に提出しなければならない。 

３ 団体貸出に係る図書館資料の管理は、当該団体の代表者が行う。 

（規則第２５条第４項、規則第２１条） 

４ １回に貸出しを受けることができる図書館資料の数は、１人につき

５０点まで、視聴覚資料にあっては５点までとする。 

５ 図書館資料の貸出期間は、貸出日の翌日から起算して１月以内とす

る。 

６ 前２項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、

貸出しができる図書館資料の数及び貸出期間を変更することができ

る。 

（規則第２２条） 

７ 次に掲げる図書館資料は、貸出しを行わないものとする。ただし、

館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

 (1) 貴重な図書、辞典及び美術品 

 (2) レファレンスに必要な図書 

 (3) その他館長が貸出しを不適当と認めるもの 

参考事項 

 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成２６年 ３月 １日変更（※審査基準の見直し） 

平成２６年 ４月 １日変更（※館長等を「指定管理者」と読み替え） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   即日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 



（様式第２） 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 
教育委員会事務局 図書館 

許認可等の内容 会議室等の利用の許可 教 No.116 

 

根拠法令及び条項 鹿沼市立図書館条例第８条、施行規則第３３条 

審

査

基

準 

関係条項 鹿沼市立図書館条例第４条、規則第３条 

基準 

（未設定の場合

はその理由） 

（条例第８条） 

１ 図書館の会議室等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会

の許可を受けなければならない。 

（条例第４条第２項） 

２ 条例第４条第１項の規定により指定管理者に東分館の管理を行わせ

る場合において、第８条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」

と読み替えるものとする。 

（規則第３３条） 

３ 条例第８条の規定により許可を受けようとする者（以下「申請者」

という。）は、会議室等利用申請書（様式第８号）を教育長に提出しな

ければならない。 

４ 教育長は、会議室等の利用を許可したときは、会議室等利用許可書

（様式第９号）を申請者に交付するものとする。 

５ 教育長は、会議室等の利用について、公の秩序を乱し、又は善良な

風俗を害するおそれのあるとき、営利を目的とするときその他管理上

支障があると認められるときは、利用を拒否し、又は停止し、若しく

は許可を取り消すことができる。 

（規則第３条第２項） 

６ 規則第３条第１項に規定する場合における東分館の管理に関する第

３３条の規定の適用については、これらの規定中「館長」、「職員」及

び「教育長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。 

 

参考事項 
 

設定等年月日 

平成２１年 ３月 １日設定 

平成２６年 ４月 １日変更（※館長等を「指定管理者」と読み替え） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間

（未設定の場合

はその理由） 

総日数   即日（休日は含まない。） 

設定等年月日 

平成 ９年１０月 １日設定 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

平成  年  月  日変更（※                 ） 

（注）※は、主な変更事項を一つ記入すること。 


